
議題２ 

 

 

 

令和 6 年度以降の地域包括支援センターの体制整備等について 

 

【介護保険制度改正関係】 

 

資料２－１ 

 

【参考】 

指定居宅介護支援事業所：市の指定を受けた介護支援専門員（ケアマネジャー）がいる事業所で、

要介護認定者がサービスを利用するために必要な居宅介護サービス計画の作成、介護サービス提供

事業者との連絡調整などを行います。 



 

介護予防支援指定対象の拡大 

 

総合相談支援事業の一部委託 



 



 



 



 



まとめ（改正の概要／運営協議会に関連する事項/施行日と方針等） 

 

介護予防支援指定対象の
拡大

現状は地域包括支援センタ
ーのみが介護予防支援の指定
を受けているが、令和6年4月1

日より居宅介護支援事業所も
指定を受け、業務を実施する
ことができる。

指定を受けない居宅介護支
援事業所については、引き続
き委託を行うことが可能であ
り、その場合は運営協議会の
意見を伺う。

令和6年4月1日より適用

総合相談支援事業の一部
委託

地域包括支援センターに一
括委託をしている包括的支援
事業のうち、総合相談支援事
業について居宅介護支援事業
所等に委託することができる。

地域包括支援センターの設
置者が一部委託を実施する場
合、事前に運営協議会の意見
を伺う

→市へ届出。

令和6年4月1日より適用だが、

今期の契約期間中（R4～R8）

においては、実施は考えてい
ません。

柔軟な職員配置

圏域毎の高齢者数に応じて3

職種を均等に配置しているが、
市町村の判断により、複数圏
域の高齢者数を合算し3職種を
地域の実情に応じて配置する
ことが可能となる。

人材確保が困難な状況が継
続する等、センターの運営に
支障を来す場合は市が運営協
議会に意見を伺う

→必要と認められた場合に実
施が可能。

法改正がまだ示されていない。
令和6年４月1日施行予定だが、

1年の猶予期間が設けられる予

定です。


